


　（歳入歳出予算の補正）

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 501,004 △ 32,334 468,670

1 501,004 △ 32,334 468,670

4 5,000 10,358 15,358

1 5,000 10,358 15,358

5 194 35 229

2 78 35 113

526,244 △ 21,941 504,303

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 515,166 △ 21,941 493,225

1 515,053 △ 21,941 493,112

526,244 △ 21,941 504,303

繰越金

繰越金

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２１，９４１千円を減額し、歳入歳出予算の総
　額を歳入歳出それぞれ５０４，３０３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

款 項

　歳　入

分担金及び負担金

負担金

歳 出 合 計

　歳　出

総務管理費

款 項

総務費

平成２８年度青森県後期高齢者医療広域連合
一般会計補正予算（第１号）

諸収入

歳 入 合 計

　平成２８年度青森県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ
ろによる。

雑入



　（歳入歳出予算の補正）

第１表　歳入歳出予算補正

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 23,955,507 53,758 24,009,265

1 23,955,507 53,758 24,009,265

2 55,727,110 32,106 55,759,216

2 17,264,887 32,106 17,296,993

3 13,162,492 88,606 13,251,098

1 13,162,491 88,606 13,251,097

7 2,041,625 912,010 2,953,635

1 345,196 △ 20,000 325,196

2 1,696,429 932,010 2,628,439

8 50,000 1,341,036 1,391,036

1 50,000 1,341,036 1,391,036

157,813,883 2,427,516 160,241,399

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

1 343,347 △ 18,291 325,056

1 343,347 △ 18,291 325,056

2 156,872,018 41,769 156,913,787

1 155,045,997 36,639 155,082,636

2 1,214,471 5,130 1,219,601

6 22,852 2,404,038 2,426,890

1 22,852 2,404,038 2,426,890

157,813,883 2,427,516 160,241,399歳 出 合 計

　歳　出

総務管理費

款 項

総務費

繰越金

諸支出金

償還金及び還付加算金

保険給付費

療養諸費

市町村支出金

市町村負担金

国庫支出金

高額療養諸費

平成２８年度青森県後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４２７，５１６千円を追加し、歳入歳出予算
　の総額を歳入歳出それぞれ１６０，２４１，３９９千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
　は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

款 項

　歳　入

　平成２８年度青森県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次
に定めるところによる。

国庫補助金

繰入金

基金繰入金

歳 入 合 計

繰越金

一般会計繰入金

県支出金

県負担金


